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ＬＥＣ東京リーガルマインド                    複写・頒布を禁じます 

権 - 2 

意思表示 
 

 

１ ＡがＢの詐欺によりＢに土地を売却した場合、Ａは、売却の意思表示を取り消

すことができるが、その取消しをもって、Ｂからその取消し前に当該土地を買い

受けた悪意のＣに対抗することができない。 

 

 

２ ＡがＢの詐欺によりＣに土地を売却した場合で、ＣがＢによる詐欺の事実を知

らず、知らなかったことにつき過失がなかったときは、Ａは、売却の意思表示を

取り消すことができない。 

 

 

３ Ａ所有の甲土地を譲り受けたＢから甲土地を買い受けたＣが、その際に、ＡＢ

間の甲土地売買契約はＢの強迫に基づくものだったことを知らず、知らなかった

ことにつき過失がなかった場合、その後にＡが売買契約を取り消したときは、Ｃ

は、Ａに対して甲土地の所有権を対抗することができる。 

 

 

４ Ａ所有の甲土地について、Ａが第三者Ｃの強迫によりＢとの間で売買契約を締

結した場合、Ｂがその強迫の事実を知らず、知らなかったことにつき過失がなか

ったときは、Ａは、ＡＢ間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができな

い。 
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１ × 詐欺による意思表示の取消しは、取消し前に登場した善意かつ無過失の第

三者には対抗できないが、悪意又は有過失の第三者には対抗できる。したが

って、Ａは悪意のＣに対抗できるということになる。 

講義録① Ｐ.５ 

 

２ ○ 第三者による詐欺に基づく意思表示は、相手方が善意・無過失のときは取

り消せない。相手方Ｃが善意・無過失であるので、Ａは取り消すことができ

ない。 

講義録① Ｐ.５ 

 

３ × 強迫による意思表示の取消しは、詐欺とは異なり、取消し前に登場した善

意・無過失の第三者にも対抗することができる。したがって、第三者Ｃは、

善意・無過失であってもＡに対抗することができない。 

講義録① Ｐ.７ 

 

４ × 第三者による強迫に基づく意思表示は、相手方の主観にかかわらず、取り

消すことができる。詐欺とは異なり、相手方が善意・無過失でも取り消すこ

とができる。 

講義録① Ｐ.７ 
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５ ＡがＢに甲土地を仮装譲渡した後、Ｂが、ＡＢ間の契約の事情を知らないもの

の、知らないことについて過失のあるＣに、甲土地を売却した場合、Ｃは、所有

権移転登記を受けていないのであれば、Ａに対して甲土地の所有権を主張するこ

とができない。 

 

 

６ ＡがＢに甲土地を仮装譲渡した後、ＢがＣに、さらにＣがＤに、それぞれ甲土

地を売却した場合、ＡＢ間の契約の事情について、Ｃは知らなかったが、Ｄが知

っていたとき、Ａは、Ｄに対し甲土地の所有権を主張することができない。 

 

 

７ ＡがＡ所有の土地をＢに売却する契約を締結した場合に、ＡのＢに対する売却

の意思表示につき法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの

に錯誤があったときは、Ａに重大な過失があったとしても、Ａは、当然に売却の

意思表示の取消しを主張することができる。 

 

 

８ Ａ所有の甲土地につきＡがＢとの間で売買契約を締結した場合において、Ａは

真意ではないことを知っていながら甲土地を「1,000 万円で売却する」という意

思表示を行ったが、当該意思表示がＡの真意ではないことをＢも知っていた。こ

の場合、Ｂが「1,000 万円で購入する」という意思表示をしたとしても、ＡＢ間

の売買契約は無効である。 
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５ × 第三者は、善意でありさえすれば、過失があっても、登記を備えていなく

ても、保護される。 

講義録① Ｐ.８ 

 

 

６ ○ 虚偽表示による契約の無効は、善意の第三者から目的物を取得した悪意の

転得者に対抗することができない。       

第三者、転得者のいずれかが善意であれば、転得者は保護される。 

講義録① Ｐ.９ 

 

７ × 法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの錯誤による

意思表示は取り消すことができるが、表意者に重大な過失があるときは、原

則として、表意者は、取消しを主張することができない。 

軽過失なら錯誤取消しの主張はできる。無過失までが要求されているわけ

ではない。 

講義録① Ｐ.10 

 

８ ○ 表意者が自分の真意でないことを知っていながら行った意思表示は、原則

として有効である。ただし、相手方がそれを知っているとき、又は、知るこ

とができたときには無効となる。 

 講義録① Ｐ.13 

 




